
動物と人とが共存できる村づくり事業  

 

日高村では、メス猫の不妊手術を行うことを奨励します。そして、猫の不必要な繁殖及び飼

い主 のいない猫の増加を抑え、やむを得ず殺処分される不幸な猫をなくすために、メス猫

の不妊手術 費の一部を助成します。 この事業は、令和４年度より日高村から保護猫カフェ

にゃんこメリーが委託を受け、事業を行っ ています。 【対象となる猫】 ・飼い猫 日高村

に居住している方が、飼育しているメス猫 ・飼い主のいない猫 日高村内で生息する飼い主

のいないメス猫のうち、申請者が糞尿の清掃その他地域環境の改善 の取組を行う猫 【村が

負担する額】 ・飼い猫（手術費用＋マイクロチップ装着費用） ７，０００円／１匹 ・飼

い主のいない猫（手術費用） ７，０００円／１匹 【申請書受付期間】 当該年度の４月１

日 ～ ２月２８日（手術実施３月３１日まで） ※この期間内であっても予算が無くなり次

第、助成を終了します。 ※申請状況によっては、キャンセル待ちとなる場合があります。 

【申請方法】 ・申請書に記入し、「保護猫カフェにゃんこメリー」に運転免許証やマイナン

バーカード等、本人確 認ができる書面と一緒に持参してください。 ※受付は毎週火・金・

土（11:30～16:00） 【注意事項】 ・対象となる猫は、この事業を利用してこれから不妊手

術をしようとするメス猫が対象となります。 ※手術済みの猫は対象となりません。 ※飼い

猫は、マイクロチップの装着が必須となります。不妊手術のみは対象外となります。 ・飼

い主のいない猫については、不妊手術済みであることがわかるように、手術時に耳に V 字

カッ トを施します。 ・申請書は必ず持参してください。持参以外（郵送や FAX 等）の申

請は受付できません。 【手続きの流れ】 １）申請書に記入し、「保護猫カフェにゃんこメ

リー」に運転免許証やマイナンバーカード等、本人確 認ができる書面と一緒に持参してく

ださい。 ※受付時に許可判断をスムーズにするため、持参以外（郵送、FAX 等）の申請受

付はできません。 ２）申請書に記入漏れ等不備がないこと及び本人確認できる書面で本人

の確認をした上で即日、 許可不許可の判断いたします。 ３）不妊手術を受けた動物病院の

領収書が必要になります。 領収書の原本を申請書裏面に貼り付け、「保護猫カフェにゃんこ

メリー」に提出ください。 ご提出頂いた書類を確認し、振込（翌月末）にて支払いとなり

ます。 ※受付日より３０日以内に、不妊手術を受けてください。期限を過ぎた場合は無効

となります。 やむを得ない場合は、メール（nyankomerry@gmail.com）でご連絡ください。 

※手術開始後、すでに不妊手術を受けていたことがわかった場合や、何らかの理由でその猫

に不 妊手術ができない場合は、村からの助成はありません。全額自己負担となります。  

※申請者、領収書宛名、振込先名は、すべて同一名義にて申請ください。名義が異なる場合

は助 成はできません。 ※提出いただいた書類は返却いたしませんので、コピーをとり、助

成金の振り込みが完了するまで保管ください 

 



 


